
非
行
の
芽　

は
や
め
に
つ
も
う

み
な
我
が
子

　

夏
休
み

を
迎
え
る

に
あ
た
っ

て
、
青
少

年
が
有
害

環
境
な
ど

に
接
す
る

機
会
の
増

加
が
予
想

さ
れ
ま
す
。
地
域
、
家
庭
、
学
校
が
一
体

と
な
っ
て
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
り

ま
し
ょ
う
。

▼
期
間
＝
８
月
31
日
（
土
）
ま
で　

▼
実

施
内
容
＝
①
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
の
推
進
②

広
報
・
啓
発
活
動
③
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

適
切
な
利
用
に
関
す
る
啓
発
活
動
の
推
進

▼
生
涯
学
習
課

☎
23
局
３
５
３
１

22
局
３
８
１
１

　

放
送
大
学
は
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
の
放

送
を
通
し
て
学
ぶ
遠
隔
教
育
の
大
学
で

す
。「
働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
」「
学
び
を
楽
し
み
た
い
」
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
、
幅
広
い
世
代
や
職

業
の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。
心
理
学
・
福

祉
・
経
済
・
歴
史
・
文
学
・
自
然
科
学
な

ど
、
幅
広
い
分
野
を
学
べ
ま
す
。

▼
出
願
期
間
＝
８
月
30
日
（
金
）
ま
で

※
資
料
請
求
は
、
電
話
の
ほ
か
放
送
大

学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w

.ouj.
ac.jp

）
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▼
放
送
大
学

☎（
０
５
２
）８
３
１
局
１
７
７
１

　

携
帯
電
話
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
青
少
年
が
有
害
情
報
を
閲
覧
す
る
危

険
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
犯
罪

被
害
に
巻
き
込
ま
れ
る
事
例
が
発
生
し
て

い
ま
す
。
こ
の
た
め
、
愛
知
県
で
は
有
害

情
報
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
フ
ィ
ル
タ
リ
ン
グ

の
普
及
・
利
用
促
進
を
図
る
た
め
、
愛
知

県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
を
一
部
改
正

し
、
７
月
か
ら
施
行
し
ま
す
。

※
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
愛

知
県
社
会
活
動
推
進
課
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w

.pref.aichi.jp/
syakaikatsudo/seisyounen-index.
htm

l

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
愛
知
県
県
民
生
活
部
社
会
活
動
推
進
課

☎（
０
５
２
）９
５
４
局
６
１
７
５

平成25年7月1日 │　 │16

青
少
年
の
非
行
・
被
害
防
止
に

取
り
組
む
夏
の
運
動

放
送
大
学
で
学
び
ま
せ
ん
か

（
平
成
25
年
10
月
入
学
）

青
少
年
の
ス
マ
ホ（
携
帯
電
話
）の

利
用
に
は
危
険
が
い
っ
ぱ
い
！

「空き家・空き地」の物件を募集しています
　田原市では、「空き家・空き
地バンク制度」により、「空き家・
空き地」を所有する方と、その
利活用を希望する方の橋渡しを
行い、市内への定住促進や活性
化を目指しています。現在、利
活用を図りたい「空き家・空き
地」を所有する方へ物件の募集
をしています。資産の有効活用
のため、ぜひ本制度へご登録く
ださい。
募集物件

［空き家］現在居住していない居住可能な市内の専用住宅（改修などで居住可能と
なる物件を含む）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

［空き地］現在使用していない市内の宅地（残存物件の除去などにより住宅が建設

可能な物件を含む）

申し込み
［対象者］当該物件の売買・賃貸を行う権利のある方（法定代理人・相続人などを含む）
［申し込み方法］直接お申し出ください。詳しくはお問い合わせください。

　 ▼建築課　☎ 23 局３５２７ 22 局３８１１
　 kentiku@city.tahara.aichi.jp http://tahara.akiya-bank.idct.org/

空き家・空き地の
賃貸借または売買希望者

宅地建物
取引業者

直接交渉・契約も希望により可能

空き家・空き地の
登録申請

交渉・契約 交渉・契約

利用登録申込み

空き家・空き地情報発信空き家・空き地の登録情報

仲介依頼空き家・空き地
所有者

田原市

登録する空き家を対象とし
て、改修費用の補助金があ
ります。補助額は、改修費
用の 2 分の１の範囲内で 30
万円が限度です。


